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審査評価基準表 

評価項目 評価基準 配点 

提案評価 １０５点 

１．会社概要等 

（１０点） 

（１）会社概要，基本理念（方針），体制図 ５点 

（２）支援員業務の実績 ５点 

２．業務に対する 

  取組 

  （４５点） 

（１）授業支援 

・ＩＣＴ機器を活用した授業を円滑に行うための工夫 

・ＩＣＴ機器の活用に係る教職員への提案や働きかけ 

１５点 

（２）研修支援 

・教職員のレベルに応じた研修の実施や学校が行う研修 

の支援 

１５点 

（３）ＩＣＴ機器の管理・運用支援，トラブル対応 

・ＩＣＴ機器の日常的なメンテナンスやソフトウェアの 

更新，アカウントの管理 

・障害発生時の対応力 

１５点 

３．支援員採用等 

  （２０点） 

（１）支援員採用（基準，条件，方法等） １０点 

（２）支援員研修（内容，方法，体制等） １０点 

４．管理体制 

  （３０点） 

（１）管理体制（労務管理，健康管理，連絡体制，マニュ

アル，法令遵守，勤務評価） 
１５点 

（２）緊急時対応（事故，欠員，トラブル，緊急時の連絡 

体制等） 
１５点 

価格評価 ４５点 

５．金  額 （最低提案額／提案額）×４５点 ４５点 

合  計  １５０点 

 

①提案評価（絶対評価） 

 採点基準は以下のとおりとする。 

判断基準 乗 率 １５点満点 １０点満点 ５点満点 

創意・工夫があり，特に優れた内容である ×１.０ １５点 １０点 ５点 

優れた内容である ×０.８ １２点 ８点 ４点 

平均的な内容である ×０.６ ９点 ６点 ３点 

仕様は満たしているが，内容が乏しい ×０.４ ６点 ４点 ２点 

提案が出来ていない ×０.０ ０点 ０点 ０点 

 

②価格評価（相対評価） 

 （最低提案額／提案額）×４５点 

 

③優先交渉順位の決定方法 

 ア 提案事業者が１者であっても，優先交渉権者の決定を行う。 
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 イ 提案評価項目の点数（１０５点）について，審査委員全員の平均点が６３点（平均的な内

容）未満の事業者は，失格とする。 

 ウ ①提案評価の審査員全員の平均点に②価格評価点を加えた点数（小数点第２位以下切捨

て）の上位提案者から順位（優先交渉順位）付けを行い，第１位の者を優先交渉権者とす

る。 

   なお，同点となった場合は，①提案評価項目の点数の高い者を優先交渉権者とする。 

 

④その他 

 審査結果について異議申立ては認めない。 


